
新市域工業団地における規制基準 ※騒音規制法のみ規制

以下７地点の工業団地が騒音規制法に基づく規制区域の第４種区域に指定されています。 

・河原インター山手工業団地、可燃物処理施設の計画事業区域（河原町山手） 

・高浜工業団地 （気高町下坂本・宝木） 

・青谷駅南工業団地（青谷町青谷） 

・樟原工業団地 （用瀬町樟原） 

・布袋工業団地 （河原町布袋） 

・今在家工業団地 （河原町今在家） 

・糸谷工業団地 （国府町糸谷） 

区域 

昼間 
朝・夕 

夜間 
朝 夕 

午前８時 
～ 

午後７時 

午前６時 
～ 

午前８時 

午後７時 
～ 

午後１０時 

午後１０時 
～ 

翌日午前６時 

第４種区域 ７０デシベル ７０デシベル ６５デシベル 
















